
給 食 業 務 概 要 

 

Ⅰ 病床数 

 

１３１床 

 

 

 

Ⅱ 病棟別病床数  １病          ４５床 

 

          ２病          ４８床 

           

          回復期リハビリ病棟   ３８床 

           

 

Ⅲ 調理内容 

 

 １ 一般食 

 

  ａ 常 食 

 

  ｂ 軟 食 （軟菜・五分菜） 

 

  ｃ 流動食 

 

  ｄ 経管栄養食 

 

２ 特別食 

 

  ａ 治療食 

   

  ｂ 検査食 

 

 

 



 

公立森町病院給食業務委託仕様書 

 

基本方針 

公立森町病院（以下「委託者」という）における医療の一環として、提供される入院患者に対する

給食業務の趣旨を十分認識し、その疾病治療又は療養上の効果を高めるため、必要な栄養源の補給を

行い、患者の状態に合わせた食事提供による「生活の質」の維持・向上を図る。また、適切な衛生管

理の下、安心・ 安全の食事サービスを行うことを目的とする。 

 

 （１）基本情報 

① 所在地   ：静岡県周智郡森町草ヶ谷 391-1 

② 病床数   ：131 床 

                

（２）遵守事項 

  受託者は、業務の実施にあたり、委託者の指示監督に従い、その責務を果たすとともに関係法令

に基づき、次の事項を遵守しなければならない。 

   ① 個人情報の管理と守秘義務を遵守すること。 

   ② 委託者が行う指示に誠意をもって従うこと。 

   ③ 常に業務を円滑に実施する為の研究努力を行うこと。 

   ④ 常に調理技術の研鑽に努めること。 

   ⑤ 省資源・省エネルギーに努めること。 

   ⑥ 衛生管理を徹底すること。 

   ⑦ 災害防止に努めること。 

⑧ 喫食率向上等を図る為に定期的に話し合いを行うこと。  

  

（３）従業員配置に関する事項 

① 受託者は、当該業務を確実に遂行できる数的・質的配置を行うこと。 

② 配属従業員は、心身ともに健康でかつ集団給食および保健衛生に十分な知識並びに良識を兼

ね備えたものとする。なお、従業員の勤務は、法定労働時間を遵守すること。 

③ 受託者は、１名以上の常勤の管理栄養士または栄養士を配置すること。受託者は、配属従業

員の名簿、健康診断結果、検便結果、並びに調理師・栄養士等の免許証の写しを委託者に提

出しなければならない。配属従業員を変更する場合においても事前に同様の措置を行うこと。 

④ 受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、責任者を配置し、委託者の管理者並びに担当者

と随時協議させるとともに、受託者の人事、労務管理、研修、訓練、健康管理、施設整備の

衛生管理等の業務に当らせること。なお、責任者は業務遂行に要する契約、衛生管理、労務

管理、リスク管理、食材等の商品知識、調理・栄養管理等の食事サービスの知識・技術・経

験を有する者とする。 



⑤ 現場の組織図を明示し、会社としての管理体制・責任区分を明確にすること。 

⑥ 業務時間内には、必ず常勤の配属従業員を配置すること。 

⑦ 配属従業員を頻繁に代えることのないようにすること。やむを得ず変更する場合は、事前に

委託者に報告するとともに、業務の質の低下を招かないようにすること。 

⑧ 委託者及び保健所等の諸検査に立ち会うこと。 

⑨ 委託者の指示に従い、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを定期的に開催する等、全ての従業員が周知徹底・業務遂行で

きるよう努めること。 

⑩ 食事提供において、委託者と相互協力し利用者に対するサービスの向上に努めること。 

⑪ 患者様の嗜好を満たす給食材料の調達、調理及び盛り付けについて、研究・努力をすること。 

 

 （４）従業員の健康管理に関する事項 

① 従業員の健康管理について絶えず注意を払い、法令に基づく健康診断を実施するとともにそ

の結果を委託者に報告すること。 

② 従業員に対し適切な休暇を与え、過度の長時間労働を防止し、従業員の健康管理に努めるこ

と。 

③ 就業前に従業員の体調・創傷等の確認を行い、これを記録すること。 

④ 従業員の検便（赤痢、サルモネラ、病原性大腸菌Ｏ－１５７を毎月 1 回又は 2 回（6 月～9 月

は 2 回）実施し、その結果を委託者に報告すること。また、ノロウィルスについては、従業

員に発症者が発生した場合には都度、検査すること。 

⑤ 従業員またはその同居者、家族等が次の疾病に罹った場合（疑いのある場合含む）は、すべ

ての業務に従事させてはならない。また、その場合は、速やかに委託者に報告し、応援要員

を補充して対応する。 

ⅰ）赤痢（疫痢含む）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律」（平成１０年法律第１１４号）による第１類感染症から第３類

感染症、開放性結核の保菌者 

     ⅱ）化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

     ⅲ）食中毒となったとき、または疑いがあるとき 

     ⅳ）検便による細菌保菌者及び虫卵保有者 

     ⅴ）上記以外で業務に従事させることは保健衛生上支障があると受託者が認めたとき 

 

（５）従業員の教育・研修に関する事項 

  ① 受託者は、食事サービスの重要性を認識し、常に従業員に対して計画的に次に掲げる事項に 

関する教育・研修を行うこと。 

    ⅰ）栄養と調理に関する知識・技術 

    ⅱ）安全衛生管理に関する知識・技術 

    ⅲ）接遇に関すること 

    ⅳ）喫食率向上に関すること 

 



（６）従業員の服装及び規律に関する事項 

   受託者は、従業員に対し、次に掲げる事項を遵守させること。 

① 就業中は、清潔な衣類を着用すること。 

  ② 人との応対は、礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴にあたる言動をしないこと。 

   ③ 勤務中に飲酒・喫煙をしないこと。 

   ④ 勤務中に不用意に外部へ出入りしないこと。 

   ⑤ 所定の場所以外での喫煙、飲食、その他業務の遂行を怠るような行為をしないこと。 

   ⑥ 就業中に関係者以外の立ち入りを禁ずるとともに業務に関係の無い物、不要な物を持込まな 

いこと。 

   ⑦ 業務にあたっては、常に頭髪、手指、爪等の清潔保持に努め、業務の前後、変わり目には、 

必ず手指の洗浄消毒を実施すること。 

   ⑧ トイレは専用トイレを使用し、その際には、衣服・履物について厨房内外の区別を明確にす 

ること。 

⑨ 業務中は、必ず帽子、マスクを着用し、衛生手袋を着用すること。 

   ⑩ 身体及び身の回りは、常に清潔を心がけ、他人に不快感を与えたり、不衛生にしないこと。 

 

（７）施設等の使用及び維持管理に関する事項 

① 受託者は、業務上必要な施設、設備、必要備品及び食器等を受託期間中、無償で委託者から

借り受けて使用すること。 

② 受託者は、施設等の使用にあたっては、適正、安全、丁寧に扱うこと。施設等の故障、破損、

不足等が生じたときは、直ちに委託者に報告すること。この場合において、故障、破損、不

足の原因が受託者の取り扱いに起因し、故意または重大な過失による場合の補修、補充費用

は、受託者の負担とすること。 

③ 施設等の緊急の故障、破損、不足が生じた場合は、委託者と協議のうえ柔軟に対応し、利用

者の影響を最小限に留めるよう努めること。 

 

 （８）食数に関する事項 

   ① 食数については、別紙資料の病床稼働率等を参考としてください。     

     

（９）配下膳方法に関する事項 

① 配下膳及び食事締切時間 

区分 締切時間 配膳開始 下膳開始 

朝食 当日 5:00 7:30 8:30 

昼食 当日 10:30 12:30 13:45 

夕食 当日 16:00 18:00 18:50 

＊受託者が委託者に請求する食材料費は締め切り時間までの食数を決定数とする。 

但しやむ得ない場合は委託者、受託者が協議をし提供する、その際追加数をプラスした食数で請

求できるものとする。 



 

② 配膳方法 

       盛付：受託者が厨房にて盛付け、温冷配膳車にトレイセットする。 

       運搬：受託者が温冷配膳車を指定場所まで運搬し委託者に引渡す。 

     使用食器：メラミン食器・強化磁器 

    セット内容：はし・スプーン・フォーク 

       

③ 下膳方法 

       運搬：配膳後、受託者が指定場所に下膳車を設置 

配膳終了後、委託者が指定場所に温冷配膳車を設置し、受託者が温冷配膳車を 

厨房まで運搬する 

          食事終了後、委託者が食器を下膳車にまとめ入れ、エレベーター前まで運搬し、

受託者が厨房まで運搬する 

       食器：受託者が厨房洗浄室にて洗浄し保管 

           

④ 配膳・下膳時は、院内・エレベーター内では静かに行動し、利用者及びその家族    

     等に接する場合は、言動等に注意すること。 

 

（１０）献立に関する事項 

① 献立等 

運営内容 前提条件 

献立作成 委託者及び受託者にて作成する。 

基本品数 

朝食    5品 （ご飯、汁、主菜、副菜、牛乳等） 

昼食    5品 （ご飯、主菜、副菜、副々菜、フルーツ等） 

夕食    4品 （ご飯、主菜、副菜、副々菜） 

仕入先・食材 受託者が選定 

発注 受託者が実施 

食種 

非加算 常菜食＝6.8% 軟菜食＝33.1%  五分菜食＝18.1% 流動食 0.6% 

        小児・離乳食＝0.2％ 嚥下食＝17.4% 塩分制限食＝3.3％ 

加算  糖尿＝10.6％、脂質異常＝0.4％ 心臓病＝3.7％、腎臓＝2.2％、

肝胆膵 1.1%、胃切除＝0.3%、潰瘍食＝0.4％、その他＝0.3％  

＊非加算：加算＝80.3％：19.7％ 

食事形態 

主食形態： 

   米飯、全粥、七分粥、五分粥、三分粥、お交じり、流動食、ミキサー粥、 

主食とろみ（全～流動）、おにぎり 

副食形態： 

   常菜、軟菜、五分菜、一口大、きざみ、みじん、ミキサー、とろみ、 

汁物・飲み物とろみ、ゼリー状 



個人対応 

禁止食品：（アレルギー対応として） 

肉、卵、魚介、大豆製品、小麦粉製品、乳製品、そばなど 

その他、特別に対応を有する場合は委託者と受託者で協議する 

行事食 不定期に実施 （頻度は委託者と受託者で協議する） 

ⅰ）やむをえない事由により、献立内容を変更する必要が生じた場合は、事前に委託者 

の指示を受けるものとする。 

 

② 食材料費の区分 

【食材料費単価に含まれるもの】 

・増粘剤、ゲル化剤（厨房使用分）  

・濃厚流動食  

・栄養補助食品   

・個人対応による付加食（好き嫌い等は含まない）    

【食材料費単価に含まれないもの】 

・茶葉 

・増粘剤、ゲル化剤（病棟使用分） 

・非常食 

・ＶＦ検査食費用（バリウム） 

  

③ 請求、締め切り期日及び支払い期日 

    受託者は、毎月１日より末日までの管理費（月額）及び食材料費の請求書を翌月 10 日ま 

でに委託者へ送付し、委託者は提出を受けた月の末日までに、受託者の指定する金融機関に 

振り込むものとする。尚、金融機関振込みの際の手数料については、受託者の負担とす 

る。 

 

（１１）調理 

① 調理工程表の作成を行い、委託者に確認を行うこと。 

② 調理は当日行うこと。前日調理は認めない。 

③ 大量調理衛生管理マニュアルに従い調理作業を行い、温度と時間の管理等の記録保管 

を行うこと。また、委託者の確認を受けること。 

④ 保存食は、毎食ごとに確保しておくこと。 

ⅰ）原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０g ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に 

  密封して入れ、－２０℃以下で２週間以上保存すること。 

ⅱ）原材料は、特に洗浄・消毒を行わず、購入した状態で保存すること。 

⑤ 毎食、残食調査を実施すること。 

 

（１２）食材料の発注及び検収 

① 献立表及び施設利用者数に基づき、新鮮かつ良質な給食材料を発注することに努める。委託



者より指示があった場合には、原材料、栄養価、原産地などを報告すること。 

② 納品に際しては数量・品質ともに適正であるかを確認し、検収すること。 

③ 納品した食材料は所定の場所に収納し、温度・品質等適切に管理すること。 

④ 検収は、必ず従業員立会いのもと行うこと。記録類については、記録、保管を行い委託者の

確認を受けること。 

④ 受託者は求めに応じ、給食材料等の仕入に関する会計伝票及び出納を記載した帳簿を提出す

ること。 

 

（１３）納入業者の衛生管理 

     受託者は食材料の納入業者に対して委託者の給食が治療の一環であることを認識させ、食材

の取り扱い及び搬入について衛生的に行うことを常に指導すること。 

 

 （１４）施設等の衛生管理 

   ① 使用する施設等を常に清潔にし、定期的に清掃するとともに、防鼠・防虫に万全を期すこと。 

② 冷蔵庫・冷凍庫及び食品庫を常に清潔に管理し、温度管理を行い記録すること。 

③ 温冷配膳車は、常に清潔に管理すること。 

④ 使用水の点検を毎日行い記録管理すること。 

⑤ 調理施設の点検を行い温度湿度、清掃状況等管理記録を行うこと。 

⑥ 調理施設は年１回以上拭取り細菌検査を行うこと。 

⑦ 食器類は、十分に洗浄し、殺菌消毒した上で適時、漂白作業を実施し、次の使用時まで清潔

に保管すること。 

 

（１５）非常時の対応 

    食中毒、火災等非常時について、双方協議の上、連絡網、対応マニュアルを作成し書面で提出 

すること。 

 

（１６）報告業務 

① 事故や食事内容ミスや異物混入等が発生した時には直ちに委託者へ口頭で報告し、その指示

に従い適切な処置をとるとともに、５日以内に委託者へ書面にて報告すること。 

② 委託者は、本業務に対し調査又は報告を求め、必要がある時は資料の提出及び改善を求める

ことができる。この場合、受託者は直ちに提出及びこれに対する報告をする義務を負う。 

 

（１７）代行保証 

受託者は、やむをえない事情により、受託業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の 

危険を担保するため、代行保証の体制を有すること。なお、代行保証者は、次の要件を備えて 

いること。 

① 受託者の業務の全てを代行することができるものであること。 

② 食事サービス業務の代行ができる能力が担保されていること。 



③ 代行にあたっての連絡体制が明確であること。 

 

（１８）その他 

① 契約期間が満了し、他の受託者と交替することになった場合には、契約期間内において責任を

もって当該業務を交替する受託者へ引き継ぐこと。 

② 委託者の稼働病床数に変更が生じた場合は、双方で協議し、月額固定管理費等を増減させる契

約変更手続きを行うこと。 

③ 本書に定めのない事項については、双方誠意をもって協議し、解決すること。 

 

 （１９）参考資料 

① 実施献立表の例 

② 約束食事箋 

③ 食札 

④ 厨房図面 

⑤ 厨房機器リスト 

 

 

（２０）業務の分担  

 業務の内容 委託者 受託者 

栄
養
管
理 

給食運営の総括 ○  

栄養管理委員会の開催・運営 ○ 参加 

院内関係部門との連絡調整 ○  

献立作成基準の作成 ○  

年齢構成表及び荷重平均栄養所要量の作成 ○  

食糧構成表の作成 ○  

予定及び実施献立表の作成 ○ 協力 

予定及び実施献立表の確認 ○  

食数の注文・管理 ○ 協力 

食事箋の管理 ○  

食札と食数表の作成・確認 ○ ○ 

食札と食数表の管理・確認 ○  

検食の実施と評価・記録 ○ 参加 

嗜好調査、喫食調査等の企画・実施 ○ 参加 

嗜好調査、喫食調査等への参加・協力  ○ 

関係官庁等に提出する給食関係書類の作成 ○ 協力 

関係官庁等に提出する給食関係書類の確認・提出・保管管理 ○  

上記以外の給食関係書類、伝票の作成、整理  ○ 



材
料
管
理 

給食材料の点検 ○ 協力 

給食材料の調達（仕入先選定・契約から検収まで）  ○ 

上記の発注伝票及び納品書の保管・管理  ○ 

給食材料の検収・保管・在庫管理  ○ 

給食材料の出納事務  ○ 

給食材料日計表の作成  ○ 

給食材料の使用状況の確認 ○  

施
設
管
理 

給食加工施設、主要な設備の設置・改修 ○  

給食加工施設、設備、その他の設備（調理器具、食器等）の確保 ○  

給食加工施設、設備、その他の設備（調理器具、食器等）の点検・

整備・清掃 
 ○ 

調理室等の日常清掃・整理整頓（更衣休憩室）  ○ 

給食施設、設備の特殊清掃（グリストラップ、ダクト） ○  

使用食器の確認 ○  

業
務
管
理 

勤務表の作成  ○ 

勤務表の確認 ○  

業務分担、従事者配置表の提示  ○ 

調
理
作
業
管
理 

作業仕様書の作成（治療食調理含む）  ○ 

作業仕様書の確認（治療食調理含む） ○  

作業計画書の作成  ○ 

作業実施状況の確認 ○  

調理・盛付等の指示・指導  ○ 

調理作業（下処理を含む）  ○ 

盛付・点検作業  ○ 

配膳作業[厨房→指定場所]  ○ 

配膳作業[指定場所→患者] ○  

下膳作業[患者→指定場所] ○  

下膳作業[指定場所→厨房]  ○ 

患者への配茶作業 ○  

食器及び調理機器・器具の洗浄消毒、保管  ○ 

保存食の確保・管理  ○ 

保存食の確認 ○  

残菜調査の実施・記録  ○ 

残菜調査の確認 ○  

管理点検記録の作成  ○ 

管理点検記録の確認 ○  

終業時の安全確認  ○ 



業務分担、従事者配置表の確認 ○  

日報の作成  ○ 

衛
生
管
理 

衛生面の遵守事項の作成 ○ 協力 

食材料の衛生管理  ○ 

調理作業の衛生管理  ○ 

給食施設・設備の衛生管理  ○ 

調理器具・設備の衛生管理  ○ 

手指・衣服等の清潔保持  ○ 

衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認  ○ 

納入業者に対する衛生管理の指示  ○ 

衛生管理簿の作成・記録  ○ 

衛生管理簿の点検・確認 ○  

緊急対応を要する場合の指示 ○  

労
働
管
理 

定期健康診断の実施・保管・報告  ○ 

健康診断実施状況等の確認 ○  

検便の定期実施・保管  ○ 

検便結果の確認 ○  

事故防止対策の策定  ○ 

研
修 

調理従事者に対する指導・教育・訓練   ○ 

外部で開催される各種講習会・研修会等への参加   ○ 

防災訓練の参加・協力  ○ 

インシデントの報告・入力  ○ 

 

（２１）費用の分担 

費用項目 委託者 受託者 

給食施設、設備及びその補修費 ○  

給食施設、設備の特殊清掃費（グリストラップ、ダクト） ○  

給食施設に付随する施設の冷暖房、空調費 ○  

水道光熱費 ○  

調理用設備・機器の購入、補修及びその償却費 ○  

配膳車の補修 ○  

従事者の休憩室及び事務室設備及び付帯備品 ○  

給食施設専用トイレ設備及び付随器具 ○  

厨芥・塵芥処理費 ○  

駆虫駆鼠費 ○  

虫・鼠の存在確認検査・存在の報告  ○ 

食器の購入・補充費 ○  



備品の購入・補充・補修費 ○  

受託者の故意・過失による施設、設備、備品等の補修費  ○ 

濃厚流動食、特殊栄養食品、栄養補助食品、嚥下補助剤等の食品  ○ 

嚥下補助剤等の食品（病棟使用分） ○  

緊急時用備蓄食品 ○  

厨房消毒費 ○  

検食費 ○  

施設関係書類印刷費及びコピー代 ○  

その他、委託者が認めたもの ○  

調理員の保健衛生費（健康診断・検便）  ○ 

衛生消耗品費（ラップ、ゴミ袋、スポンジ、清掃用具、洗剤、薬

剤等） 

 
○ 

使用水の残留塩素測定器具及び試薬費  ○ 

調理員作業被服費（作業着、帽子、エプロン等）  ○ 

求人募集費  ○ 

事務用消耗品費  ○ 

栄養管理・献立管理・労務管理・発注用パソコン、ソフト費用一

式 

○  

業務用電話・FAX 設置費及び通信連絡費  ○ 

郵便費、旅費交通費、教育研修費  ○ 

厨房内細菌検査費  ○ 

食中毒事故保険料  ○ 

受託者側従業員の人件費及び諸手当、福利厚生費  ○ 

食材料費  ○ 

保存食の食材料費  ○ 

営業許可費用（諸官庁への手続費用等）  ○ 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


